
共同事業の実施項目の確認 

個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本

人に通知するか、または他の取り得るべき広報手段を用いて公表しなければならない」と定められています。 

当組合が実施している共同事業は以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、その内容を公表します。 

 

１．被保険者への保健事業 

 

項目 内容 

共同事業の相手先 各事業主 

共同事業で個人データを利用する趣旨 
被保険者の健康維持増進のための健康教育、保健指導、健康レポートなど

コラボヘルス事業による利用 

共同して利用する個人データの項目 
被保険者の社員番号、所属、被保険者等記号・番号、氏名、性別、生年

月日、年齢、健診（検診）のデータ、健康管理事業実施状況 

個人データを取り扱う人の範囲 
共同事業相手：各事業主の健診担当者、産業医 

当 組 合：保険事業担当者、事務長、常務理事 

取り扱う人の利用目的 

・生活習慣病の抑制や重症化予防対策を目的とした保健事業の立案、評価

等 

・健康管理・健康増進のために事業主が実施する事業 

データの管理責任者の氏名 

または名称 

共同事業相手：各事業主担当部門責任者 

当 組 合：常務理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．高額医療給付に関する交付金交付事業  

 

項目 内容 

共同事業の相手先 健康保険組合連合会（以下「健保連」という） 

共同事業で個人データを利用する趣旨 

「健康保険法附則第 2 条に基づく事業」で、当組合において高額な医

療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるもので

ある。 

共同して利用する個人データの項目 

その交付申請のためにレセプトのコピーと当該レセプト患者氏名、性別、

本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載し

た申請書類を健保連に提出する。外傷性の傷病については傷病原因届

を添付。 

個人データを取り扱う人の範囲 
共同事業相手：健保連の高額医療グループ担当者  

当 組 合：業務担当者、事務長、常務理事 

取り扱う人の利用目的 ・交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析等  

データの管理責任者の氏名または名称  
共同事業相手：健保連・高額医療グループデータ管理責任者  

当 組 合：常務理事 

 


